
平
成
十
八
年
十
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

八

〇

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
八
〇
号

平
成
十
八
年
十
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
人
事
審
議
会
の
機
能
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
人
事
審
議
会
の
機
能
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

在
勤
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
在
外
職
員
の
職
務
の
特
殊
な
性
格
に
照
ら
し
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外

公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
在

外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
物
価
、
為
替
相
場
及
び
生
活
水
準
を
勘
案
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
外
務
大
臣
が
在
外
公
館
の
長
か
ら
当
該
在
外
公
館
の
所
在
地
の
物
価
指
数
、
為

替
相
場
の
変
動
状
況
そ
の
他
在
勤
手
当
の
額
の
検
討
の
た
め
必
要
な
事
項
に
関
す
る
調
査
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
上
で
、

当
該
調
査
報
告
書
を
外
務
人
事
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
提
示
し
、
同
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
審
議

会
が
当
該
調
査
報
告
書
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り
、
た
え
ず
在
勤
手
当
の
額
を
検
討
し
、
そ
の
改
訂
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
は
、
適
当
と
認
め
る
額
を
外
務
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

在
勤
手
当
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
審
議
会
の
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
開
催
日
は
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
一
日
で

あ
り
、
そ
の
出
席
者
は
、
岡
村
正
会
長
、
有
馬
真
喜
子
委
員
、
武
政
和
夫
委
員
、
高
坂
節
三
委
員
、
下
村
満
子
委
員
、
國
松

一



孝
次
委
員
、
塩
尻
孝
二
郎
幹
事
、
片
上
慶
一
副
幹
事
、
林
肇
副
幹
事
及
び
坂
下
修
副
幹
事
代
理
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
審
議
会
に
お
い
て
は
、
「
在
外
職
員
の
給
与
体
系
」
、
「
在
勤
手
当
予
算
の
推
移
」
、
「
日
本
企

業
と
の
在
外
給
与
・
手
当
の
比
較
（
ワ
シ
ン
ト
ン
、
大
卒
十
五
年
職
員
）
」
、
「
各
国
外
交
官
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
）
と
の

給
与
・
手
当
比
較
（
在
勤
地
ワ
シ
ン
ト
ン
）
」
、
「
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
抜
粋
）
」
、
「
在

勤
諸
手
当
の
改
定
に
関
す
る
勧
告
（
平
成
十
七
年
十
一
月
外
務
人
事
審
議
会
）
」
、
「
物
価
・
為
替
の
変
動
状
況
等
に
関
す

る
調
査
報
告
（
概
要
）
」
等
の
外
務
省
が
取
り
ま
と
め
た
資
料
が
配
付
さ
れ
た
。

な
お
、
具
体
的
に
件
名
が
列
挙
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
秘
密
指
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

二


